
＜掲示＞ 

令和８年１月 19 日 

2026 年度公益財団法人ＳＧＨ財団 
私費外国人留学生奨学生の募集について 

学務部 国際課 

標記について，下記のとおり募集しますので，お知らせします。 

 

１．募集の内容 

   募集要項のとおり。 

 

２．書類の提出先 

  五福キャンパス：学務部国際課（共通教育棟Ｂ棟１階） 

  杉谷キャンパス：杉谷地区事務部学務課（医薬学図書館２階） 

  高岡キャンパス：芸術系総務・学務課（A 棟１階） 

  ※財団の WEB サイトから直接応募することはできません。 

申請は大学を通して行ってください。 

 

３．書類提出期間 

   令和８年１月 19 日（月）～１月 28 日（水） 15：00 【期間厳守】 

・募集要項及び申込み関係書類は，上記「２．書類の提出先」にて配布します。 

 

４．推薦人数（2026 年４月１日での学年） ５名  

内訳 

・学部２年次生・・・１名 

・学部３年次生・・・１名 

・大学院修士課程（博士前期課程）１年次生・・・１名 

・３年制の大学院博士課程（博士後期課程）２年次生 

・４年制の大学院博士課程３年次生 

（応募者多数の場合は、学内で面接を行います。） 

 

５．応募資格 

（１）フィリピン，インドネシア，シンガポール，マレーシア，タイ，ブルネイ，ベトナム，ミャンマー， 

ラオス，カンボジアの国籍を有する私費外国人留学生。 

（２）2026 年４月に，学部２年次又は３年次に進学，大学院修士課程・博士前期課程１年次に入学，

大学院博士後期課程２年次（４年制の場合は３年次）に進学する者。 

（３）2026 年４月１日現在，年齢が学部学生は 27 才未満，大学院学生は 35 才未満であること。 

（４）春期入学のみ対象（10 月入学者は対象外） 

（５）在留資格「留学」の者。 

（６）受給年度において，他の奨学金の受給が決定している者，あるいは推薦中の者については，

応募資格が無い。（自分が推薦中かどうか分からない場合は，国際課までお尋ねください。） 

（７）留年者は，原則として応募資格が無い。なお，病気などのやむを得ない理由（医師の診断書

などにより証明できる者に限る）による留年の場合は，富山大学外国人留学生奨学金等専

門委員会（以下「委員会」という。）の判断により特別に考慮されることがある。 

（８）学内面接対象者で，面接を受けない者は応募資格を失う。 

・・・２名 
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６．提出書類 

(１)申請書（自筆、日本語で記入すること） 

■学部２年次：別紙様式１－１，１－２ 

■学部３年次：別紙様式４－１，４－２ 

■大学院修士課程（博士前期課程）：別紙様式２－１，２－２ 

■大学院博士課程（博士後期課程）：別紙様式３－１，３－２ 

 

（２）添付書類 

   ① 学業成績証明書（博士課程（博士後期課程）は，修士修了時の成績証明書） 

   ② 指導教員等の推薦理由書 

・別紙 様式１－３（学部２年次），４－３（学部３年次），２－３（修士），３－３（博士） 

   ③ 在留カード（写） 

・別紙 様式１－５（学部２年次），４－５（学部３年次），２－５（修士），３－５（博士）） 

   ④ 在学証明書 

 

   ※上記のうち②は推薦が正式に決定した後に提出すること。推薦書（学部２年次様式１－４，

学部３年次様式４－４，修士様式２－４，博士様式３－４）は，大学で準備しますので，提

出不要です。 

 

（３）学内選考用書類・・・本年度，他の奨学金で提出した場合，提出不要です。 

    学 部 生：「申請調書ａ」「経済調書」 

    大学院生（入学予定者を含む） 

               ：「申請調書ｂ」「経済調書」 

「私費外国人留学生に対する各種奨学金奨学生研究業績調書」 

 

７．学内選考方法 

（１）  委員会において，成績等による書類選考を行う。応募者多数の場合，面接を実施し選考す

る。ただし，本年度に他の奨学金等に申請し，面接を受験した者については，その面接結果

を本奨学金選考に利用するので，面接を受験する必要はない。面接は日本語で行う。 

（２） 委員会において，最終選考を行い，被推薦者を決定する。 

 

８．学内面接予定時期 

令和８年２月上旬頃（詳細な日時は，後日，通知する。） 

 

９．その他 

(１) 他の奨学金等に推薦が決定している者又は申請中の者は，その結果が判明するまで， 

本奨学金を申請することはできない。 

(２) 本奨学金を申請した者は，結果が判明するまで，他の奨学金へ申請することはできない。 

(３) 本奨学金の受給が決定した者は，これを辞退して他の奨学金等へ申請することはできない。 

 


